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■ 本レポートの内容は別途記載がない限り執筆時点で入手している情報に基づくものであり、 
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要約 

水素は製造方法により温暖化ガスの排出量が異なる。水素の利用拡大を温暖化ガス排出削減につなげていくため、

クリーンな水素の炭素強度に関する基準値と認証スキームが整備されつつある。EU では再生可能エネルギー指令におい

て再生可能エネルギー由来の水素を RFNBO(Renewable fuels of non-biological origin)として定義し、その炭素強

度を 3.4kg/kgH2 以下と規定した。また第三者機関による認証スキームも整備されつつあり、CertifHy など１７の機関

が認定されている。 
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